
様式３ 

 

行政指導を行なう場合の方針・基準 

 

行政指導の名称 動物の多頭飼育者への勧告(虐待を受けるおそれ) 

行政指導の根拠となる 

法律・条例・要綱等名 
動物の愛護及び管理に関する法律 

条 項 動物の愛護及び管理に関する法律第 25 条第 4 項 

所 管 課 
保健衛生局 保健部 動物愛護ふれあいセンター 

（電話：048-840-4150） 
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(未設定の

場合は、そ

の理由) 

動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱

する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定

める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせ

ている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために

必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができ

る。 

 

次の各号のいずれかに該当する事態であって、当該事態を生

じさせている者が、都道府県の職員の指導に従わず、又は都

道府県の職員による現場の確認等の当該事態に係る状況把握

を拒んでいることにより、当該事態の改善が見込まれない事

態とする。 

1 動物の鳴き声が過度に継続して発生し、又は頻繁に動物の

異常な鳴き声が発生していること。 

2 動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿

その他の汚物の不適切な処理又は放置により臭気が継続して

発生していること。 

3 動物の飼養又は保管により多数のねずみ、はえ、蚊、のみ

その他の衛生動物が発生していること。 

4 栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻

度で行われていないことが認められること。 

5 爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等の適正

な飼養又は保管が行われていない個体が見られること。 

6 繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等

による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖

により飼養頭数が増加していること。 
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